
   第３次国分寺市男女平等推進行動計画（案）へのパブリック・コメントの結果について    

意見の募集期間 ： 令和６年 12月 19日（木）から令和７年１月20日（月）まで 

意見をお寄せいただいた方の数 ： １（個人１・団体０） 

お寄せいただいた意見の数 ： ４件 

反映する意見の数：０件 

（案）に反映済みの意見の数：１件 

№ 項目 いただいた意見の概要 市の考え方 
反映

状況 

１ 

【p.52】 

Ⅲ 施策の展開 

目標４ 男女平等

推進拠点の発展 

施策(1) 「男女平

等推進センター」

の活用促進 

「市民にとって身近な拠点

となるよう『男女平等推進セ

ンター』を幅広い世代に周知

し、機能充実を目指しま

す。」とあるが、男女平等推

進センターの認知度・利用頻

度の低さを改善するために、

これまでどのような努力や工

夫をしてきたのか、今後どの

ように周知し、機能充実を図

っていくのか、具体的な内容

がわからない。 

男女平等推進センターは、

市民により開かれた、使いや

すいレイアウトとし、成人女

性だけでなく、小中高校生が

気軽に寄れるような場所にし

ていただきたい。 

 男女平等推進センターの認

知度が高い他自治体の好事例

に学び、情報発信だけでな

く、男女平等推進に関心のあ

る市民を育てることに力を注

いでいただきたい。 

国分寺市立男女平等推進セ

ンターでは、認知度及び利用

頻度の低さを課題と捉え、こ

れまで、講座の開催、パネル

展示、ＳＮＳ等を活用した情

報発信、図書資料室を活用し

た関連図書の展示、出前授業

や研修の実施など、様々な手

法やテーマを研究しながら事

業を実施してきました。しか

しながら、認知度及び利用頻

度の低さは、いまだ改善が必

要な状況であるため目標４

「男女平等推進拠点の発展」

施策(1)「『男女平等推進セン

ター』の活用促進」（p.52）

を施策として掲げました。男

女平等推進センターの周知方

法及び機能充実のための具体

的な内容は、今後策定する各

課の事業内容においてお示し

していきます。 

男女平等推進センターのレ

イアウトや市民との協働につ

いては、今後の事業実施に当

たり、参考とさせていただき

ます。 

無 

2 

【p.50・52】 

Ⅲ施策の展開 

目標３ 男女平等

意識の浸透 

目標４ 男女平等

推進拠点の発展 

国分寺市男女平等推進条例

の認知度を高めるために、こ

れまでどのような取組をして

きたのかがわからない。他自

治体で行われている、市民に

よる男女平等推進条例の勉強

会や子ども向けの条例ガイド

ブック及び教員向け資料集の

作成などに取り組まれたい。 

国分寺市男女平等推進条例

の認知度を高めるための取組

としては、男女共同参画週間

やその他の関連する講座及び

パネル展示で周知を行ってき

たところです。他自治体の事

例は、今後の事業実施に当た

り、参考とさせていただきま

す。 

無 

※反映状況について 
有：反映する意見 
無：反映しない意見 
済：（案）に反映済みの意見 



3 

【p.51】 

Ⅲ施策の展開 

目標３ 男女平等

意識の浸透 

施策(4) 学校にお

ける人権・男女平

等教育の充実 

「包括的性教育」を市内の

全小中高校に導入していただ

きたい。子ども向けだけでな

く、保護者対象の「包括的性

教育」の充実を望む。学校ご

とに導入への取組や推進の度

合いに差が出ないよう、市が

指導して全体的に進めていた

だきたい。 

各学校では、国の定める学

習指導要領に基づき、性に対

する正しい知識や人権の尊重

について、発達段階に応じ

て、様々な教科・領域等にお

いて指導しています。「包括

的性教育」という名称は使っ

ていませんが、東京都教育委

員会の「性教育の手引」や

「人権教育プログラム」等を

活用しながら、学習指導要領

に示された性教育や人権教育

に関する内容について、引き

続き適切に指導を行ってまい

ります。 

無 

4 

【p.53・54】 

Ⅲ施策の展開 

目標５ 性別に起

因する暴力や人権

侵害の根絶 

施策(2) ＤＶ予防

のための取組推進 

施策(3) 被害者の

安全確保と自立支

援 

「ＤＶ予防のための取組推

進」とあるが、ＤＶ予防だけ

でなく、デジタル性暴力の防

止、被害者支援を喫緊の課題

として取り上げていただきた

い。 

 デジタル性暴力を含む性犯

罪の防止や被害者支援につい

ては、主に目標５「性別に起

因する暴力や人権侵害の根

絶」施策(5)「性犯罪被害者の

支援」（p.55）に掲げ、被害

者の心理的な安定や回復、自

立の支援に取り組んでいきま

す。 

あわせて、「デジタル性暴

力」のようなインターネット

上の人権侵害については、目

標３「男女平等意識の浸透」

施策(2)「男女の人権に配慮し

た表現の推進」事業 17「メデ

ィア・リテラシーを育成する

学習機会の充実」（p.50）で

も防止に努めていきます。 

済 

 


